
第３期久留米市障害者計画および第５期久留米市障害福祉計画・第１期久留米市障

害児福祉計画の進捗状況について（令和２年度実績評価報告） 

 

１．第３期久留米市障害者計画（令和２年度実績評価） 

（１）全体 

  現計画は、平成３０年度から令和５年度までの６年間、「誰もが 自分らしく生きがいを持ち 

支えあいながら 安心して暮らし続けられる まちの実現に向けて」を基本理念とし、その実現

に向け、５つの基本目標を設定し、１５７の施策に取り組んでいる。 

進捗状況の評価にあたっては、施策毎の計画期間中の実施状況、課題分析を含む取組状況を所

管課において総括するとともに、４段階の達成度評価基準を設け、評価した。なお、自己評価に

ついては、年度ごとの実施計画に対する評価であり、計画満了時の目標に対する評価ではない。 

  達成評価基準の評価基準と、各施策の評価ごとの分布は次のとおりである。 

達成度評価基準 件数 割合 
達成(S･A) 

割合 

Ｓ 目標を上回った、又は高い成果が得られた（100％以上） 13 8.2％ 

68.3％ 

Ａ ほぼ目標は達成した（80％～100％） 95 60.1％ 

Ｂ 
目標の達成には至らない、成果が出るまで時間を要する 

（60％～80％） 
35 22.2％ 

 

Ｃ 
取組に着手出来なかった、又は施策内容を見直したため、目標が

達成出来ない 
15 9.5％ 

※件数は、１施策に２つの内容があるものを２施策とした数 

 

（２）基本目標別 

「基本目標１ 壁をなくし認め合って生きるために」 

分野 施策区分 施策の方向 
施策

件数 

達成度 

S A B C 

1.啓発・ 

広報 

(1)ノーマライゼー

ションの意識啓

発の充実 

①障害者理解・配慮のため

の啓発・広報活動の推進 
6 0 3 2 1 

②福祉教育の充実 3 1 1 1 0 

(2)情報アクセシビ

リティの向上 

①情報アクセシビリティ

の推進 
8 2 4 1 1 

2.生活環境 

(3)障害者にやさし

いまちづくりの

促進 

①施設などのバリアフリ

ーの推進 
3 0 2 1 0 

②移動・交通に関わるバリ

アフリーの推進 
5 0 2 1 2 

③住まいのバリアフリー

の推進 
2 0 2 0 0 

合計 
件数 27 3 14 6 4 

割合（％） 100 11.1 51.9 22.2 14.8 

別紙 



障害者基本法の趣旨を踏まえ、障害者に対する人の心の障壁や、情報の取得・意思疎通に係る

障壁、建物や道路などの生活環境上の障壁の除去に向けて２７の施策に取り組んでいる。 

  重点施策の１つである「（1）ノーマライゼーションの意識啓発の充実」に関しては、福祉教育

の充実として、中央図書館での視聴覚教材の整備充実（Ｎｏ７）が目標を上回った。一方、障害

者問題啓発事業（Ｎｏ５）は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止したことで、目標が

達成出来ていない。 

 

「基本目標２ 安全と安心のために」 

分野 施策区分 施策の方向 
施策

件数 

達成度 

S A B C 

3.差別解消 

・権利擁護 

(1)差別の解消、権

利擁護の推進 

①障害を理由とする差別

の解消への取組み 
1 0 1 0 0 

②権利擁護の推進 3 0 3 0 0 

③虐待防止体制の整備 1 0 1 0 0 

4.防災・防犯 
(2)防災・防犯対策

の推進 

①防災対策の推進 9 0 5 1 3 

②防犯・安全対策の推進 3 0 3 0 0 

合計 
件数 17 0 13 1 3 

割合（％） 100 0.0 76.5 5.9 17.6 

 

近年の大規模災害の発生や、障害者や高齢者、女性、子どもなどへの暴力や虐待の社会問題化

など、まちづくりにおいて「安全・安心」は特に重視すべき課題となっており、「（1）差別の解

消・権利擁護の推進」及び「（2）防災・防犯対策の推進」の２つは、重点施策として位置づけて

いる。 

障害者が安全・安心な暮らしを支えるための仕組みづくりや安全に暮らせる環境づくりとして

１７施策を実施しており、「（1）差別の解消・権利擁護の推進」に関しては、全ての施策につい

てほぼ目標を達成している。 

「（2）防災・防犯対策の推進」に関しては、障害者団体や施設への防火指導（Ｎｏ３５、３６）

や福祉避難所充実のための実施訓練（Ｎｏ４１）が、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中

止したことで、目標が達成出来ていない。 

 

「基本目標３ 支援が必要な子どもの発達支援と保育・教育の充実のために」 

分野 施策区分 施策の方向 
施策

件数 

達成度 

S A B C 

5.療育・保

育・教育 

(1)障害の早期発

見・早期対応 
①母子保健事業の充実 1 0 1 0 0 

(2)切れ目のない療

育・教育体制の

確立 

①乳幼児期から学校卒業

までの一貫した療育・教

育体制の確立 

9 0 8 1 0 



(3)療育の充実 

①子どもの療育体制の充 

 実 
11 1 8 1 1 

②発達障害などの啓発の

推進 
2 1 0 1 0 

(4)学校教育の充実 

①特別支援教育の推進 4 1 2 1 0 

②インクルーシブ教育シ

ステムの推進 
3 1 0 2 0 

③多様なニーズに対応す

る教育の充実 
2 0 2 0 0 

合計 
件数 32 4 21 6 1 

割合（％） 100 12.5 65.6 18.8 3.1 

 

障害者基本法においては、障害のある子どもが、その年齢や能力に応じ、かつ、その特性を踏

まえた十分な支援や教育を、可能な限り障害のない子どもとともに受けることができる仕組みづ

くりが求められている。このため、乳幼児期から学校卒業までの一貫した療育・保育・教育体制

の構築に向けた取組みや、ともに学ぶ環境づくり、多様な学びの場の確保など、３２の施策に取

り組んでいる。 

  重点施策の１つである「（2）療育・保育・教育の切れ目のない支援」に関しては、切れ目ない

支援体制の確立（Ｎｏ５４）について目標達成には至っていないが、次期障害福祉計画策定時に、

障害児通所支援の確保のための方策として関係課と協議し、保育所等や学童保育所において障害

児や発達の遅れのある児童に対応できるよう、継続して、加配保育士、指導員の確保や研修に取

り組むことを定めた。 

 

「基本目標４ 自立して暮らし続けるために」 

分野 施策区分 施策の方向 
施策

件数 

達成度 

S A B C 

6.雇用・就労 

(1）一般就労の促進 
①一般就労移行・定着へ

の支援 
8 1 4 2 1 

(2）福祉的就労の充 

 実 

①福祉的就労の場の確 

 保 
2 1 1 0 0 

(3）就労支援の充実 

①就労に関する相談体

制の充実 
1 0 1 0 0 

②職業能力の習得支援 1 0 1 0 0 

③障害者優先調達推進

に係る取組 
2 0 2 0 0 

④関係機関・企業などと

の連携 
1 0 1 0 0 

7.生活支援 
(4）住まいの確保と

居住支援の充実 

①住まいの確保 4 0 3 1 0 

②居住支援の充実 4 1 2 1 0 



(5）在宅福祉サービ

スなどの充実 

①日常生活の支援や介

助サービスの充実 
6 1 4 1 0 

②レスパイトケアなど

の充実 
4 0 1 2 1 

(6)外出支援の充実 
①外出支援サービスの

充実 
8 1 4 2 1 

(7）経済的支援の推 

 進 
①経済的支援の充実 3 0 3 0 0 

(8）相談支援体制の

充実 

①相談支援事業の推進 2 0 2 0 0 

②多様な相談窓口の充 

 実 
3 0 3 0 0 

8.保健・医療 

(9）保健サービスの

充実 

①保健事業の充実 2 0 0 1 1 

②心の健康づくりの推 

 進 
1 0 0 1 0 

(10）医療サービス

の充実 

①適切な医療サービス

の提供 
2 0 1 1 0 

合計 
件数 54 5 33 12 4 

割合（％） 100 9.3 61.1 22.2 7.4 

 

地域共生社会の実現に向け、障害者が自立して地域で生活することができる仕組み・体制づく

りのため、５４の施策に取り組んでいる。 

重点施策のひとつである「(5)在宅福祉サービスなどの充実」に関しては、日常生活用具の給

付（Ｎｏ１０３）について目標を上回る給付を行った。一方、「②レスパイトなどの充実」では、

在宅レスパイト事業（Ｎｏ１０８）について実利用者が伸びず、目標を達成出来ていない。 

 

 

「基本目標５ 生きがいを持って自分らしく生きるために」 

分野 施策区分 施策の方向 
施策

件数 

達成度 

S A B C 

9.日中活動 
(1)日中活動の促  

 進 

①日中活動系サービス

の整備 
3 1 1 1 0 

②地域活動支援センタ

ーなどの充実 
3 0 3 0 0 

10.社会活動 

(2)スポーツ・文化

活動の促進 

①スポーツ活動の促進 3 0 0 1 2 

②文化活動の推進 1 0 0 1 0 

(3)社会教育の充 

 実 

①生涯学習の推進 5 0 3 2 0 

②社会教育施設のバリ

アフリー化 
1 0 1 0 0 



(4)地域活動や国

内外交流の促

進 

①地域活動への参画促  

 進 
4 0 3 1 0 

②国内外での交流促進 2 0 0 2 0 

(5)ボランティア

などの育成・活

動促進 

①ボランティアなどの

育成・活動促進 
6 0 3 2 1 

合計 
件数 28 1 14 10 3 

割合（％） 100 3.6 50.0 35.7 10.7 

 

障害者が地域で生きがいをもって自分らしく健やかに暮らすために、様々な日中活動や、地域

活動、スポーツ・文化活動、社会教育などへの参加促進及び参加に配慮した環境づくりなど、 

２８の施策に取り組んでいる。 

地域の方々との関わりが重要であるため、重点施策として「（4）地域活動や国内外交流の促進」

を掲げており、審議会等への登用（Ｎｏ１４７）や各種イベントへの参加促進（Ｎｏ１５０、１

５１）で目標達成に至っておらず、更なる推進を図る必要がある。 

 



２．第５期久留米市障害福祉計画・第１期久留米市障害児福祉計画（令和２年度実績評価） 

 現計画は、第３期障害者計画の基本理念や基本目標を踏まえ、障害福祉サービス等の提供体制の

充実を図るため、５つの成果目標と障害福祉サービス等の必要見込量等の活動指標を設定している。 

 達成評価基準の評価基準は次のとおりである。 

達成度評価基準 

Ｓ 目標または必要見込量を上回った（１００％以上） 

Ａ ほぼ目標または必要見込量どおりだった 

（８０％～１００％） 

Ｂ 目標または必要見込量には至らない（６０％～８０％） 

Ｃ 目標または必要見込量を達成できない 

 

１．成果目標 

（１）福祉施設入所者の地域生活への移行 

No 項目 目標値 実績 進捗率 評価 

1 令和２年度末施設入所者数 

（平成２８年度末入所者数３６６人） 

８名減 

３５８人 ３７２人 ― Ｃ 

2 平成２８年度末施設入所者の地域生活へ

の移行 

３３人 ２２人 66.7％ Ｂ 

  

（２）精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

No 項目 目標 実績 評価 

1 保健、医療、福祉関係者によ

る協議の場 

協議の場の 

設置 

設置済 

・障害者地域生活支援協議会 

「地域包括ケアシステム検討部

会」 

・精神保健福祉関係機関連絡会議 

Ａ 

 

（３）地域生活支援拠点等の整備 

No 項目 目標 実績 評価 

1 地域生活支援拠点等の整備 設置 設置済 

・相談支援事業所を中心とした指定

障害福祉サービス事業所等との協

力により確保 

Ａ 

 

（４）福祉施設から一般就労への移行等 

No 項目 目標値 実績 進捗率 評価 

1 令和２年度福祉施設からの一般就労者数 ６０人 ５５人 91.7％ Ａ 

2 令和２年度末の就労移行支援事業所利用

者数 

１３４人 ８６人 64.2％ Ｂ 



3 全ての就労移行支援事業所に占める就労

移行率３割以上の就労移行支援事業所数 

５０％ ８０％ 160.0％ Ｓ 

4 就労定着支援事業所を利用開始した者の

１年後の職場定着率 

８０％ ８４％ 105.0％ Ｓ 

 

（５）障害児支援の提供体制の整備等 

No 項目 目標 実績 評価 

1 児童発達支援センターの整備 １ヵ所以上 確保済（２ヵ所） Ｓ 

2 保育所当訪問支援事業所の整

備 

設置 確保済（３ヵ所） Ｓ 

3 主に重症心身障害児を支援す

る児童発達支援事業所及び放

課後等デイサービス事業所 

１ヵ所以上 確保済 

・児童発達支援事業所３ヵ所、 

・放課後等デイサービス事業所４ヵ

所 

Ｓ 

4 医療的ケア児支援のための関

係機関の協議の場 

設置 設置済 

・重症心身障害児者地域生活支援事

業連携会議 

・障害者地域生活支援協議会 重心

分科会 

Ｓ 

 

２．活動指標 

（１）指定障害福祉サービス等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○必要見込量に対する進捗率６０％未満のサービス 

 サービス名 現状、今後のサービス確保のための方策 

1 行動援護 利用者数、利用時間ともに必要見込量を下回っている。市内に対応できる

事業所が３事業所と限られているため、事業所に対し指定基準等の情報提

供を行い、また、強度行動障害に対する研修等を周知することで対応でき

るヘルパーの増加を図るなど、事業所の確保に努める。 

2 短期入所(医療型) 利用者数、利用時間ともに必要見込量を大きく下回っている。受け入れが

できる施設が限られているため定員の確保が課題であり、市外の施設の利



用を含め提供体制の確保に努めていく。 

3 就労定着支援 平成30年度からの新しいサービスで必要見込量を下回っている。今後は事

業者に対して情報の提供等を行い、参入促進を図りながら必要見込量の確

保に努める。また、継続して雇用・労働政策と連携した障害者の就業支援

に取り組む。 

4 自立生活援助 平成30年度からの新しいサービスで必要見込量を大きく下回っている。今

後は地域移行支援、地域定着支援等の連携により、必要なサービスの確保

に努める。 

5 居宅訪問型児童発

達支援 

平成30年度からの新しいサービスで必要見込量を大きく下回っている。現

時点において市内に対応できる事業所はなく、利用希望者には市外の施設

を活用しサービスの確保を図っていく。 

6 医療型児童発達支

援 

利用実績はなし。現時点において市内に対応できる事業所はなく、利用希

望者には市外の施設を活用しサービスの確保を図っていく。 

 

（２）地域生活支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

○必要見込量に対する進捗率６０％未満の事業 

 事業名 現状、今後のサービス確保のための方策 

1 手話通訳者・要約筆記者

派遣事業 

新型コロナウイルスの影響により必要見込量を大きく下回ってい

る。手話通訳者、要約筆記者が不足している現状を踏まえ、手話通

訳者、要約筆記者養成講座を継続して開催するなど人材確保や育成

等に努める。 

2 手話･要約筆記奉仕員

養成研修事業 

新型コロナウイルスの影響により講座修了者は必要見込量を大きく

下回っている。広報紙や関係団体を通した案内などを活用して講座

開催の周知を行うとともに、利用しやすい開催日時や・開催会場・

開催方法を検討し参加者の増加を図る。 

3 盲ろう者向け通訳介助

員養成研修事業 

必要見込量を大きく下回っている。専門性の高い研修となるため、

本市単独で実施することは非効率と考えられ、県の実施する講座へ

の参加を通じて、通訳・介助員の養成体制確保を図る。 

4 障害児タイムケア型 利用者数は必要見込量を下回っている。類似サービスの放課後等デ

イサービスでの対応が可能なため、同サービスと合わせて提供体制

を図る。 

5 スポーツ･レクレーシ

ョン教室開催等事業 

新型コロナウイルスの影響により事業数、参加者数ともに必要見込

量を大きく下回っている。障害者ふれあいスポーツ大会については、

多くの方の参加を促すため、種目や開催方法について検討するよう

に努める。 

 


